


岡山歯学会　シンポジウム等開催事業規定
（趣旨）
第１条　　この規程は，岡山歯学会（以下，「本会」）が歯学の振興を目的として主催，もしくは他組織と共催でシンポジウム等学術行事を開催するにあたって，必要な事項を定める。

（企画者と開催主体）
第２条　　企画者は本会会員に、開催場所は岡山県内に限る。開催主体は岡山歯学会とするが，他学会や研究グループ等との共催を妨げない。

（企画の提案と採択）
第３条　　企画者は該当年度の指定された期限までに提案書を学術担当理事に提出する。原則的に毎年度20件以内の企画に対し，10万円を上限として開催に必要な費用を助成する。助成の可否は年２回の理事会で審議し決定する。

（開催時期）
第４条　　シンポジウム等の開催時期は採択後８ヶ月以内とする。

（開催報告）
第５条　　企画者はシンポジウム等開催後１ヶ月以内に開催報告を学術担当理事に提出せねばならない。

（規定の改廃）
第６条　　この規程の改廃は，理事会の議を経て行う。

付則　この規程は，令和７年１月１日から施行する。



